
条例等に基づく申請に対する処分の標準処理期間 基準日：令和４年４月１日

標準処理期間（日数）

標準処理期間を定めない理由

115 使用料の還付承認 松前町教育施設使用料条例 第５条 10日 － 設定している － 社会教育課

116 使用料の減免 松前町教育施設使用料条例 第６条 14日 － 設定している － 社会教育課

117 使用料の還付承認 松前町公民館設置条例 第８条第２項 10日 － 設定している － 社会教育課

118 使用料の減免 松前町公民館設置条例 第８条第２項 14日 － 設定している － 社会教育課

119 施設利用カードの交付 松前町公民館の管理運営に関する規則 第10条第２項 ７日 －
根拠条例等の規定
のとおり

－ 社会教育課

120 使用の許可 松前町公民館の管理運営に関する規則 第11条 即日から７日 － 設定している － 社会教育課

121 使用の許可の変更、取消し承認 松前町公民館の管理運営に関する規則 第13条 即日から３日 － 設定している － 社会教育課

122 使用の許可
松前総合文化センターの設置及び管理に関
する条例

第３条 即日から７日 －
根拠条例等の規定
のとおり

－ 社会教育課

123 特別の設備等の承認
松前総合文化センターの設置及び管理に関
する条例

第５条ただし書 14日 －
根拠条例等の規定
のとおり

－ 社会教育課

124 施設利用カードの交付
松前総合文化センターの設置及び管理に関
する規則

第５条第２項 ７日 －
根拠条例等の規定
のとおり

－ 社会教育課

125 使用の許可の変更、取消し承認
松前総合文化センターの設置及び管理に関
する規則

第８条 即日から３日 －
根拠条例等の規定
のとおり

－ 社会教育課

126 飲食、喫煙、火気の使用の許可
松前総合文化センターの設置及び管理に関
する規則

第10条第１項第２号
ただし書

14日 － 設定している － 社会教育課

127 利用の許可 松前町都市公園条例施行規則 第３条第３項 即日から７日 －
根拠条例等の規定
のとおり

－ 社会教育課

128 有料公園の利用の許可 松前町都市公園条例 第７条第２項 即日から７日 － 設定している － 社会教育課

129 利用者カードの交付
松前町ふるさとライブラリーの設置及び管
理に関する条例施行規則

第７条第１項 即日 －
根拠条例等の規定
のとおり

－ 社会教育課

所管課審査基準を定めない理由審査基準番号 処分名 条例等名 根拠条項



条例等に基づく申請に対する処分の標準処理期間 基準日：令和４年４月１日

標準処理期間（日数）

標準処理期間を定めない理由
所管課審査基準を定めない理由審査基準番号 処分名 条例等名 根拠条項

130 文化財の指定 松前町文化財保護条例 第６条第１項 未設定
事実関係の認定に難易差があり、標準
処理期間の設定が困難

設定していない
事案ごとの裁量が大きく、審査基準を
設定することが困難

社会教育課

131 現状変更等の許可 松前町文化財保護条例 第11条 未設定
現時点では申請が見込まれず、標準処
理期間を設定する実益がない

設定していない
将来的に申請が見込まれるものの、過去に
申請実績がなく又はまれであって、あらか
じめ審査基準を設定することは困難

社会教育課

132 使用団体の登録
松前町立小学校及び中学校の施設開放に関
する規則

第９条第２項 ７日 － 設定している － 社会教育課

133 使用の許可の変更、取消し承認
松前町立小学校及び中学校の施設開放に関
する規則

第11条 即日から３日 －
根拠条例等の規定
のとおり

－ 社会教育課

134 使用の許可
松前町立小学校及び中学校の施設開放に関
する規則

第10条第２項 即日から７日 －
根拠条例等の規定
のとおり

－ 社会教育課

135
条例第３条第１項第１号以外の者が使用する場合の
使用料の減免

松前町老人憩いの家設置条例 第６条 14日 － 設定している － 社会教育課

136
条例第３条第１項第２号以外の者が使用する場合の
使用料の還付の承認

松前町老人憩いの家設置条例 第７条ただし書 10日 － 設定している － 社会教育課

137 使用の許可 松前町老人憩いの家設置条例施行規則 第３条 即日から７日 － 設定している － 社会教育課


